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組合員のみなさん！  
 本人の意志を全く無視した強制転勤が強行されよう

としています。東海労組合員、高橋さん（東一運分会）は

８日に「生活設計もあるだろう」と、転勤の対象であ

ることを  前もって親切に  教えられました。そして２０

日、事前通知を電話で通告されました。もちろん高橋

さんは、この理不尽で一方的な通告に対して納得いか

ない、と抗議し、取り消すように苦情申告しました。   
組合員のみなさん！  
 これまで、東二運分会からは森下さんと加藤さんが、

東一運分会からは斉藤さんが転勤させられています。  
当然、東海労組合員だけではなく東海ユニオンと国労

組合員も転勤させられています。組合の違いを問わず

納得いかない、行きたくないと訴えています。  
 会社はこの強制転勤を「還流」と曖昧に表現をして

います。しかし「還流」という制度はありません。「運

輸系統の社員運用の変更」による駅→車掌→運転士→

駅という効率的な社員運用の別表現なのです。  
社員を、車両や設備や道具と同じ消耗品としてしか

見ていません。だから社員の希望や事情は全く聞く必

要のない、会社にとってのみ都合の良い仕組みなのです。  
組合員のみなさん！  
２５日・１５時３０分・抗議集会に結集し 
社員を消耗品としてのみ扱う強制転勤を撤回させよう！ 


